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鉄道運行そのものの安全に対する責任

は本体にあるが、委託契約している業務

に就いては、受託会社が責任を持つこと

になる！ 

鉄道運行そのものの安全に対する責任

は鉄道事業者である本体であり、 

安全管理や運転再開等の判断は本体が

行うべきだ！ 

安全に関する教育は、鉄道事業者の責

任からも JR本体で行うべきだ！ 

受託会社で教育体制を確立し、本体との合同

訓練も実施するので十分な体制は確立できる 

本体内の教育も不十分な中で、グループ

会社の教育体制を確立できるのか？ 

提起があったことは受け止め、JR社員への教

育のあり方について見直すことも検討していく 

運転再開や列停復位の最終判断は、JR

社員がおこなうこと！ 

運転再開の指示は指令がおこなうことから、

最終安全確認は受託会社で対応できる 


